第１回放課後子どもひろばふかさわ外５施設
指定管理者選定委員会　議事概要

１　日時
　令和７年（2025年）４月25日（金）10時から12時まで

２　場所
　　商工会議所102会議室

３　出席委員
　加藤委員長・田村副委員長・壽委員・大西委員・河合委員

４　事務局出席者
廣川（こどもみらい部長）・正木（青少年課長）・小松田（青少年課青少年担当担当係長）・白井（青少年課青少年担当職員）・髙橋（青少年課青少年担当職員）

５　協議等内容
（１）委員長、副委員長の選任について
　　　委員長の選任を議題とし、協議の結果、互選により加藤委員を委員長とした。
　　　副委員長の選任を議題とし、協議の結果、互選により田村委員を副委員長とした。

（２）会議の公開について
当委員会の公開・非公開、傍聴の許可、委員会の開催の周知、会議録の取扱いについて協議を行い、第３回の応募者のプレゼンテーション及びヒアリングについては公開とし、傍聴を許可することとした。
なお、会議録は、採点や審査に関わる部分、発言の委員名以外を公開し、候補者選定後に情報公開する。

（３）仕様書（案）及び募集要項（案）に係る質疑等
委　員：今回の仕様書、募集要項の中でこれまでからの変更点はあるか。
事務局：仕様書（案）「８職員等　(4)常勤職員は、鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年10月１日条例第21号）第10条第３項各号のいずれかに該当する者とします。」という項目を追加した。理由としては、常勤職員は放課後児童支援員の資格を有する者が適当であると考えるため。
また、現在は市の職員がたまなわ、せきやのコーディネーター業務をおこなっているが、今回の選定によりすべての施設で指定管理者がコーディネーターを配置するようにしている。
	そして、現在はふかさわ、せきやで１つの指定管理者、たまなわで１つの指定管理者が管理、運営をしている。そのため今回の選定によりいずれかの施設で、指定管理者が変更される。９月の議会で指定し、引継ぎを実施するようになる。
委　員：別の指定管理者による複数の施設について、今回一括で選定する理由は何か。
事務局：施設設立の関係によりたまなわは、ふかさわ、せきやと異なる時期に現在の指定管理者の選定をおこなった。その際に、終期をふかさわ、せきやに揃えたため、今回一括での指定管理者を選定することとなった。
委　員：３施設あるなかで、異なる指定管理者を選定することもあるのか。
事務局：選定委員会を調整する段階で、それぞれ異なる指定管理者にするか、１社を選定するのか青少年課で検討している。今回は、総合的に判断し、１社の選定とした。
委　員：指定管理者が変更となった場合は、現在従事している支援員は勤務先の変更となるのか。
事務局：募集要項に、新たな指定管理者は「かまくらっ子に勤務する職員の継続雇用に努めるものとします。なお、継続雇用にあたっては、現在の労務条件の維持に努めるものとします。」と記載をしており、話し合いの上、職員の意思を尊重するようにしている。
委　員：プレゼンテーションは応募団体の誰が行うのか。
事務局：募集要項に「プレゼンテーションは、指定管理施設において業務を行う主たる担当者が行うものとします。」と記載しており、応募団体のエリアマネージャーを想定している。
委　員：会社が変わるということだが、働いている方々としては環境が変わることも考えられる。これまでに変更となったことはあるか。
事務局：他施設でも指定管理者が変わったことはある。その際は、これまでの指定管理者、新たな指定管理者、青少年課の３者により慎重に議論を重ね、引継ぎを実施した。
委　員：変更された際は、児童の登録自体もやり直しとなるのか。
事務局：毎年児童の登録をするため、申し込み手続き上で大きな変化はないと考えている。使用しているシステムやおやつの実費負担については、指定管理者ごとに異なるため、利用者にとっては日々の利用に変化を感じる場面が想定される。また、指定管理者ごとに独自のプログラムも実施している。


（４）プレゼンテーマ（案）に係る質疑等
委　員：事務局の案では、地域や多様性について、特別な配慮が必要な児童への対応、職員の働きやすさ、保護者の理解浸透について、さらに放課後かまくらっ子はただの預け場ではなく地域で一緒に子ども達を育てようとしていること、子ども達にどんな力をつけてもらいたいかを明確にしたい、最後に子ども達の一息つける場所の必要性についてあげられている。現在の施設のなかで共通することはあるか。
事務局：３施設のうち２施設は市内の中でも児童数が多く、その分配慮を必要とする児童も市内の他施設に比べて多くいる。
委　員：配慮を必要とする児童がいて具体的に困っている事案はあるか。
事務局：配慮を必要とする児童への対応を支援員が苦慮していると現場から聞いており、青少年課でアドバイスできる職員として巡回相談員を配置している。また、特別に支援員を配置しなければならない場面もあると聞いている。
委　員：小学校の中では規則によりある種、引き締まった生活をしているが、放課後かまくらっ子ではおうちのような感覚で甘えがでる子や、支援員や他の子に対して強く出てしまう子もいると聞いたことがある。放課後の長い時間を過ごすからこそ、どの子も安心して過ごせる場を提供することの大切さを実感している。地域に密着して多様な活動をされていることを運営協議会でも聞いている。その反面、日々子どもたちが忙しく過ごしていることも感じている。
委　員：子ども達を見ていて、１週間習い事などが入り忙しく、ほっとできる場がないように感じている。ＩＣＴ化が進むほど親の余裕が生まれ、子どもに対する意識が向く時間も増えた。良い面でもありつつ、その分大人主体で習い事、体験活動等の予定が組まれ、子ども達が置いてけぼりになっていないか不安になることがある。子どもにとってぼーっとする時間、自分と向き合う時間も大切であると感じる。しかし、大人からするとそうした時間は「何もしていない時間」と捉えられる場面もあり、バランスの難しさを感じる。現在の放課後かまくらっ子は多くのプログラムが企画され、全員やらなければいけないというのではなく、やりたい子が参加するという点は良いと感じている。
委員長：お話を踏まえると安全面や活動面等の管理と子ども達への寄り添いのバランスをコントロールできる指定管理者が望ましいだろう。
委　員：放課後かまくらっ子ではないが、ある団体ではプログラム時に子ども達を規律によって整列し、一律に同じ作業をさせている場面に出くわした。運営としては、活動に何人参加しているという数値が大切であることもわかるが、きちんと子ども一人一人に向き合っているのか疑問に感じた。新たな指定管理者は、登録している児童には様々な子がいるため、その子、その子に対応できると良いと考えている。それは、スタッフが子どもを管理するのではなく柔軟に対応を変えることをよしとし、子どもの意思を尊重するといった指定管理者による空気の醸成が必要である。
委　員：放課後かまくらっ子には、子どもたちがやりたいことを選べ、主体的になれる場を望んでいる。
委員長：支援員だけが高い理念をもって頑張るだけでは上手くいかないことが多い。地域全体が応援すると支援員の活力にもなり、良いムーブメントが生まれやすい。指定管理者にはそうした地域性を上手に引き出してくれることも期待したい。
委　員：職員のことを大事に考え、働きやすい環境を整え、職員一人一人が柔軟に対応でき、保護者の方々が事業に対して理解していただき支えてくださる施設だと良いと考える。
事務局：これまでの皆様から多く出たテーマのご意見としては、現代の子ども達が管理される場面も多いなか、子ども達自身で主体的にやりたいことを選べるような居場所であること。様々な子ども達がいるなかで一人一人を尊重し、多様性をもった対応ができる職員を大切にするといったこと。上記を軸にして、出会い、つながるという理念に即したテーマとする。
委　員：「子どもへの対応」には配慮を必要とする子どもも含めたテーマとしたい。
事務局：本日の議論をふまえ、青少年課で再度皆様にご提案させていただく。
